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Q. 鋼板の曲げ半径の規定は、JASS6と告示のどちらを優先するのか？

A.
告示は法律の一部ですので、実務では告示を優先する必要があります。
JASS6の規定は学術的な立場から作成されていますので、一部で告示と異なっている部分があり
ます。JASS6および告示における曲げ加工による曲げ半径に関する記述がどのように異なるかを
次に示します。

・告示は部位に関係なく決められています

・曲げ半径のとり方と値が異なっています

・JASS6の曲げ半径とする場合は、加工後の品質証明が必要です

平成12年12月26日建設省告示2464号

「鋼材等及び溶接部の許容応力度並びに材料強度を定める件」

① 切断、溶接、局部的な加熱、鉄筋の曲げ加工その他構造耐力上支障がない加工を

行うとき

② 500℃以下の加熱を行うとき

③ 外側曲げ半径が板厚の10倍以上で曲げ加工を行うとき

加工後の機械的性質、化学成分その他が加工前の品質と同等以上であることを確かめなけ

ればならないが、①～③に該当する場合はこの限りではないという記述がされています。

JASS6

出典：（一社）日本建築学会_建築工事標準仕様書 JASS6 鉄骨工事、2018
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